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養護者による高齢者虐待対応の対応手順（フロー図１／２） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

高齢者、養護者、 

親族、近隣住民 

関係機関（警察、ケアマネ、介護保険事業所、医療機

関、民生委員等） 

相
談 

通
報 

届
出 

市・地域包括支援センターにて受理（受付記録の作成） 

【相談・通報・届出を受けてから原則 48時間以内に事実確認】32項 
○事実確認（事実確認の方法と役割分担を行い、複数職員で対応） 

○情報収集（利用者基本情報や要支援者情報シートを活用し、必要な情報収 

集を行う） 

○事実確認による情報をもとに、高齢者虐待リスクアセスメントシート記入 

※介入拒否時の対応については、43項参照 

【緊急性が高い】34項 
リスクアセスメントシートがレ

ベルＡ及びレベルＢの場合 

【緊急性が低い】34項 
リスクアセスメントシートが

レベルＣの場合 

・
高
齢
者
虐
待
の
定
義
に
当
て
は
ま
ら
ず
、
高
齢
者
虐
待
に
準
じ
た
対
応
が 

必
要
で
は
な
い
場
合 

・
虐
待
が
疑
わ
れ
る
事
実
や
権
利
侵
害
の
事
実
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
場
合 

【虐待の疑いなし】 
・聞き取りのみ 

・情報提供・助言 

・他機関への取次・あっせん 

【虐待対応以外の支援必要】 
・権利擁護対応（虐待対応除 

く） 

・包括的・継続的ケアマネジ 

メント支援 

【コアメンバー会議】45項 

（対応方針の決定） 

・事実確認の結果をもとに 

した情報の整理 

・高齢者虐待の有無 

・緊急性の判断 

・対応方針の検討 

・立入調査の要否の判断及び実 

施方法 

・分離の必要性及び措置の要否 

・関係機関の役割分担 

状況に応じ、適切なものを選択して介入 

【立入調査】48項 

【高齢者の保護】53項 

【やむを得ない事由による措置】55項 

【成年後見制度の市長申立】61項 

【個別ケース会議】 
（対応方針の決定） 

・事実確認の結果をもとにし 

た情報の整理 

・高齢者虐待の有無 

・対応方針の検討 

・介護保険サービスの活用

（ケアプランの見直し） 

・関係機関の役割分担 

・支援計画（要支援者情報シ 

ート作成） 

対応方針に沿った対応の実施 

高齢者の安全確保 

初 

 

動 

 

段 

 

階 
 

31 

項 

資料 No.２－２ 
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養護者による高齢者虐待対応の対応手順（フロー図２／２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

対応方針に沿った対応の実施 

高齢者の安全確保 

対 

 

応 

 

段 

 

階 

 

65 

項 

【対応の実施状況及び虐待が解消したかどうかの確認】 
（モニタリング） 

・対応の実施状況確認（市・包括・関係機関での対応状況） 

・虐待の状況と高齢者や養護者の意向や状況 

・養護者支援の必要性 

・対応の終結／対応の継続／アセスメントの必要性や対応方針の見直しにつ

いて検討 

【虐待が解消していない場合】 
・アセスメント、支援計画再検討 

・状況に応じて個別ケース会議開催 

・対応方針に沿った対応の実施 

【高齢者が安心して生活を送るための環境の整備状況の確認】 
・虐待対応として取り組む必要性についての確認 

【虐待対応以外の支援必要】 
・権利擁護対応（虐待対応除く） 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援 

関係機関への引継ぎ 

【虐待が解消された場合】 

【虐待対応として取り組む必要

がなくなった場合】 

【虐待対応の終結】 

終 

 

結 

 

段 

 

階 
 

67

項 

【モニタリング】 

【高齢者が安心して生活を送る 

ための環境の整備状況の確認】 

 

【コアメンバー会議】又は

【個別ケース会議】 
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高齢者虐待リスクアセスメントシート 

 

※１項目以上の該当がある場合、高いレベルの条件に従い支援を行う。 

レベルＡ：緊急分離・保護 

レベルＢ：分離、保護を検討 

レベルＣ：定期的な状況確認、分離保護の可能性の検討 

※高齢者虐待リスクアセスメントシートを支援の緊急度、方向性の判断をチェックする際に

活用します。あくまでも保護・援助の必要性を判断するための手段であるため、これを機械

的に適用することは避けます。  

差
し
迫
っ
た
虐
待
の
状
況
が
見
ら
れ
る 

レ
ベ
ル
Ａ 

高
齢
者
の
状
況 

 
①すでに重大な結果を生じている。頭部外傷（血腫、骨折）、腹部外傷、意識

混濁、重度の褥瘡、重い脱水症状、脱水症状の繰り返し、栄養失調、全身衰

弱、強い自殺願望、その他 

 ②高齢者自身が保護を求めている。 

 
③「殺される」「○○（養護者）が怖い」「何も食べていない」等の訴えがあ

り、実際にその兆候が見られる。 

 
④年金・預貯金等を搾取されたため、電気・ガス・水道等がストップ、食料が

底をついている。 

 
⑤自宅から締め出され、長時間戸外で過ごしていることにより心身の状況の悪

化が見られる。 

養
護
者
の 

状
況 

 ⑥刃物、ピンなど凶器を使った暴力や脅しがある。 

 
⑦「何をするか分らない」「殺してしまうかもしれない」等の訴えがあり、切

迫感がある。 

 
⑧暴力や世話の放棄を繰り返し、支援機関との接触・助言に応じないまま状況

を悪化させている。 

他  ＜その他＞ 

レ
ベ
ル
Ｂ 

高
齢
者
の

状
況 

 

⑨今後、重大な結果が生じるおそれの高い状態が見られる。 

頭部打撲、顔面打撲・腫脹、不自然な内出血、やけど、刺し傷、きわめて非

衛生的、回復状態がさまざまな傷、極端なおびえ、軽度の脱水、低栄養・低

血糖の疑い、入退院の繰り返し、その他 

養
護
者
の

状
況 

 ⑩高齢者に体調不良が見られても医療を受けさせず、そのままにしている。 

 ⑪介護サービス利用料を３か月以上滞納しており、支払う意思も見られない。 

他  ＜その他＞ 

 

レ
ベ
ル
Ｃ 

高
齢
者
の
状
況 

 ⑫介護度が高いが、相応の医療・介護を受けていない。 

 
⑬認知症・精神疾患による周辺症状が強く出ており、生活に支障をきたしてい

る。徘徊・昼夜逆転・頻繁な訴え・異食・弄便・大声・不快音・噛みつき・

引っ掻き・蹴飛ばし等 

 ⑭性格に偏りがあるため、養護者と不仲となり孤立した状態である。 

養
護
者
の
状
況 

 
⑮精神疾患・アルコール依存症・知的障がい等があるが、医療的管理をしてい

ない。 

 
⑯高齢者の年金等を管理していることにより、高齢者自身の生活に何らかの支

障を与えている。 

 ⑰高齢者に対し、日常的に冷淡・否定的な態度で接している。 

 ⑱介護疲れが激しく、苛立っている。 

 ⑲友人や親族等と疎遠で相談相手がおらず孤独である。 

 ⑳激昂しやすく、感情のコントロールができない。 

他  ＜その他＞ 

＜チェック欄＞ 


